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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　冷気流入口を有する製氷室と、
　前記製氷室内に配置され、複数の氷室が区画形成された製氷皿と、
　前記製氷皿の上方に配置され、前記冷気流入口に接続されて前記冷気流入口からの冷気
の通風路が形成される導風トレーとを備え、
　前記導風トレーには、前記製氷皿のそれぞれの前記氷室に対応して設けられ、前記製氷
皿に対して上方から冷気を供給するための複数の吐出口が形成されており、
　前記導風トレーの底板上面に、前記吐出口とは別に設けられた開口部の外周に起立する
隔壁を備え、
　前記冷気流入口から前記製氷室内に流入した冷気を、前記導風トレーの前記複数の吐出
口のみから、前記製氷皿の上方に供給するようにした
　ことを特徴とする冷凍冷蔵庫。
【請求項２】
　前記導風トレーに設けられた前記吐出口からの冷気吹出方向は、前記製氷皿に入れられ
る水の水面の鉛直方向に対して傾いている
　ことを特徴とする請求項１記載の冷凍冷蔵庫。
【請求項３】
　前記導風トレーに形成される前記冷気の通風路の入口側には、前記冷気流入口の流路断
面積に対して拡大された流路断面積を有する流路拡大部が設けられている
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　ことを特徴とする請求項１又は２記載の冷凍冷蔵庫。
【請求項４】
　前記製氷室に供給する冷気を生成する冷却器と、
　前記冷却器により生成された冷気を送風する送風機と、
　前記冷凍冷蔵庫の本体の背面側に設けられ、前記製氷室に冷気を導く冷気供給風路とを
備え、
　前記送風機からの冷気の送風方向は、水平方向に対し前記製氷室の前記冷気流入口に向
けて傾いている
　ことを特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載の冷凍冷蔵庫。
【請求項５】
　前記製氷皿は、前記製氷室に対して取外し可能に設けられた
　ことを特徴とする請求項１～４のいずれか１項に記載の冷凍冷蔵庫。
【請求項６】
　前記製氷室とは別の貯蔵室として設けられ、前記製氷室と上下に隣接して配置された冷
凍室を備え、
　前記送風機から送風される冷気が、前記製氷室と前記冷凍室の双方に供給される
　ことを特徴とする請求項４、または請求項４に従属する請求項５記載の冷凍冷蔵庫。
【請求項７】
　前記送風機は、前記冷凍室に冷気を流入させる流入口に対面するように設けられている
　ことを特徴とする請求項６記載の冷凍冷蔵庫。
【請求項８】
　前記開口部に、前記製氷皿に給水するための給水パイプを配置した
　ことを特徴とする請求項１～７のいずれか１項に記載の冷凍冷蔵庫。
【請求項９】
　前記吐出口は、複数列に配置され、
　前記開口部は、前記吐出口の隣り合う列同士の間に配置されている
　ことを特徴とする請求項８記載の冷凍冷蔵庫。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、製氷装置を備えた冷凍冷蔵庫に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、自動的に氷を作る自動製氷装置を備えた冷蔵庫が知られている。
　このようなものとして、冷凍室内に自動製氷装置を設け、冷凍室内に冷気を送出するた
めの吹出口から冷気を吹き出すとともに、この吹出口とは別に設けられた冷気通路によっ
て製氷皿の上面に冷気を吹き出すようにしたものがある（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
　また、製氷室の製氷装置に供給される冷気の風路を、主風路と複数の副風路とに分離し
、「主風路２１により、製氷皿１１の後方から製氷皿１１の前端部にかけて冷気が供給さ
れる」ようにするとともに、「副風路２２および副風路２３を通過する冷気は、複数の開
口部１７を介し、製氷皿１１の斜め上方から製氷皿１１に供給される」ようにしたものが
ある（例えば、特許文献２参照）。
【０００４】
　また、冷気を送る送風機に対向して形成された吹出口から冷凍室内に冷気を吹き出すと
ともに、この吹出口の上方に設けられた冷気流路ダクトに連通する複数の吐出口から製氷
皿に対して冷気を吹き出すようにしたものがある（例えば、特許文献３参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
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【特許文献１】特開平９－３３１５５号公報（第２頁、第３頁、図１）
【特許文献２】特開２０１０－４３８２３号公報（第７～９頁、図５）
【特許文献３】特開平９－１１３０９５号公報（第２頁、第３頁、図２）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところで、製氷皿に氷を作る際には、製氷皿の上方から冷気を吹き付けて直接的に冷却
した方が、製氷皿の周囲から間接的に冷却するよりも製氷効率がよい。
　上記特許文献１に記載のものは、冷凍室後方の製氷皿下方と製氷皿上方とに２つの吹出
口を有しているため、送風機からの冷気流量が２つの吹出口に分散される。このため、製
氷皿を直接冷却するために製氷皿上方に設けられた吹出口からの冷気流量は、相対的に小
さくなり、製氷効率を向上させることが困難であった。
【０００７】
　また、上記特許文献２に記載のものは、製氷皿の後方から前方にかけて冷気を供給する
主風路と、製氷皿の斜め上方から製氷皿に冷気を供給する副風路とを備えている。しかし
ながら、主風路からの冷気と副風路からの冷気とが交わるため、相対的に流量の少ない副
風路からの冷気が主風路からの冷気によってその流れ方向が変えられてしまい、製氷効率
を低下させることとなっていた。
【０００８】
　また、上記特許文献１、３に記載のものは、送風機からの冷気を、送風機の冷気送風方
向に対してほぼ直交する方向（上方）に一旦導いた上で、製氷皿用の吹出口から製氷皿の
上面に対して冷気を吹き出す構成である。このため、送風機から製氷皿用の吹出口に至る
冷気の流れが悪く、圧力損失が大きく、送風機からの送風量に対して製氷皿に供給される
送風量が減少することとなり、製氷効率が低かった。
【０００９】
　このように、従来の製氷装置を備えた冷凍冷蔵庫においては、製氷効率において更なる
改善が望まれていた。
　本発明は、上記のような課題を背景としてなされたものであり、製氷室における製氷効
率を向上させることのできる冷凍冷蔵庫を提供するものである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明に係る冷凍冷蔵庫は、冷気流入口を有する製氷室と、製氷室内に配置され、複数
の氷室が区画形成された製氷皿と、製氷皿の上方に配置され、冷気流入口に接続されて冷
気流入口からの冷気の通風路が形成される導風トレーとを備え、導風トレーには、製氷皿
のそれぞれの氷室に対応して設けられ、製氷皿に対して上方から冷気を供給するための複
数の吐出口が形成されており、導風トレーの底板上面に、吐出口とは別に設けられた開口
部の外周に起立する隔壁を備え、冷気流入口から製氷室内に流入した冷気を、導風トレー
の複数の吐出口のみから、製氷皿の上方に供給するようにしたものである。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明に係る冷凍冷蔵庫は、製氷室に供給される冷気を製氷に利用する効率を高めるこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】実施の形態に係る冷凍冷蔵庫の正面図である。
【図２】図１のＡ－Ａ断面図である。
【図３】実施の形態に係る製氷室およびこの周辺部の要部断面模式図である。
【図４】実施の形態に係る製氷皿を収納した状態の製氷装置の斜視図である。
【図５】実施の形態に係る製氷皿を引き出した状態の製氷装置の斜視図である。
【図６】実施の形態に係る製氷装置の、給水パイプとサーモパイルを取り外した状態の上
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面図である。
【図７】実施の形態に係る製氷装置の、給水パイプとサーモパイルを取り付けた状態の上
面図である。
【図８】図７のＣ－Ｃ断面図である。
【図９】図７のＤ－Ｄ断面図である。
【図１０】実施の形態に係る製氷装置を前面から見た場合の、製氷皿と第一風路および第
二風路の配置を説明する図である。
【図１１】実施の形態に係る冷凍冷蔵庫の送風機近傍の要部断面模式図である。
【図１２】実施の形態に係る製氷装置における冷気の流れを説明する図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、本発明の冷凍冷蔵庫の実施の形態について、図面を参照しながら説明する。なお
、この実施の形態によってこの発明が限定されるものではない。
【００１４】
　実施の形態．
　図１は、本実施の形態に係る冷凍冷蔵庫の正面図である。図２は、図１のＡ－Ａ断面図
である。
　冷凍冷蔵庫１００は、前面を開口したほぼ直方体の箱体４０を仕切ることにより構成さ
れた複数の貯蔵室を備える。箱体４０は、例えば鋼板製の外箱と合成樹脂製の内箱からな
り、両者間には断熱材等が充填されている。
【００１５】
　冷凍冷蔵庫１００は、貯蔵室として、冷蔵室２００、製氷室３００、切替室４００、冷
凍室５００、野菜室６００を備える。冷蔵室２００は冷凍冷蔵庫１００の最上部に設けら
れ、冷蔵室２００の下方には製氷室３００および切替室４００が左右に並んで設けられて
いる。これら製氷室３００および切替室４００の下方には冷凍室５００が設けられ、冷凍
室５００の下方には野菜室６００が設けられている。
【００１６】
　冷凍冷蔵庫１００の各貯蔵室は、箱体４０を仕切壁によって仕切ることにより形成され
ている。冷蔵室２００と製氷室３００および切替室４００との間は、仕切壁４１で仕切ら
れている。製氷室３００および切替室４００と冷凍室５００との間は、仕切壁４２で仕切
られている。冷凍室５００と野菜室６００との間は、仕切壁４３で仕切られている。なお
、左右に並んで設けられた製氷室３００と切替室４００との間も、図示しない仕切壁によ
り仕切られている。
【００１７】
　各貯蔵室は、設定可能な温度帯（設定温度帯）によって区別されており、例えば、冷蔵
室２００は約０℃～４℃、野菜室６００は約３℃～１０℃、製氷室３００は約－１８℃、
冷凍室５００は約－１６℃～－２２℃にそれぞれ設定可能となっている。また、切替室４
００は、チルド（約０℃）やソフト冷凍（約－７℃）などの温度帯に切り替えることが可
能である。なお、各貯蔵室の設定温度はこれに限るものではない。
【００１８】
　冷蔵室２００の前面開口部には、観音開き（ヒンジ式）の扉２０１が開閉自在に取り付
けられている。冷蔵室２００の内部には複数の載置棚が設けられており、扉２０１を開け
ることで、食品などの被冷却物を載置棚に載置可能となっている。なお、載置棚に加え、
またはこれに代えて、上面を開口した箱状の収納容器を配置してもよい。
【００１９】
　製氷室３００、切替室４００、冷凍室５００、および野菜室６００の前面開口部には、
それぞれ引き出し式の扉３０１、４０１、５０１、６０１が開閉自在に設けられている。
　なお、製氷室３００、切替室４００、冷凍室５００、および野菜室６００内には、それ
ぞれ各扉の移動に伴って前後方向に移動する収納容器が１つまたは複数収納されており、
食品などの被冷却物が収納可能となっている。なお、収納容器に加え、またはこれに代え
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て、食品等を載置するための載置棚を配置してもよい。
【００２０】
　冷蔵室２００、製氷室３００、切替室４００、冷凍室５００、および野菜室６００の背
面側には、背面壁４４が設けられている。そして、背面壁４４と箱体４０の背面との間に
は、冷気供給風路４５および冷却室５１が設けられている。
　冷却室５１は、例えば冷凍室５００の背面側と対向する範囲に設けられている。
　冷却室５１には冷却器５３が設けられ、冷却器５３の上側には送風機５４が設けられて
いる。
【００２１】
　各貯蔵室に対応する背面壁４４には、冷却器５３からの冷気を貯蔵室内に流入させる流
入口と、この冷気を貯蔵室から流出させる流出口とが形成されている。
　冷気供給風路４５には、各貯蔵室の流入口へ冷気を供給または遮断するダンパが設けら
れている。
【００２２】
　次に、冷凍冷蔵庫１００に搭載された冷凍サイクルの動作、および冷凍冷蔵庫１００内
の空気流れについて説明する。
【００２３】
　冷凍冷蔵庫１００の背面最下部には圧縮機５２が配置されている。
　圧縮機５２で圧縮された冷媒は、凝縮器（図示せず）において凝縮される。凝縮された
状態の冷媒は毛細管（図示せず）において減圧される。減圧された冷媒は冷却器５３にお
いて蒸発され、この蒸発時の吸熱作用により冷却器５３周辺は冷却される。圧縮機５２、
凝縮器（図示せず）、減圧器としての毛細管（図示せず）、および冷却器５３により、冷
凍サイクルが構成されている。
　送風機５４は、冷却器５３周辺で冷却された冷気を、各貯蔵室へと送風する。
【００２４】
　また、ダンパ、圧縮機５２および送風機５４は、制御回路等の制御装置（図示せず）に
よって制御される。制御装置は、サーミスタ等の温度検出装置により各貯蔵室内の温度を
検出し、目標とする設定温度となるように冷凍サイクルの冷却能力やダンパ開閉による風
量を調整したり、冷却運転の開始・停止を制御し、また送風機５４の運転を制御する。
【００２５】
　冷却器５３によって冷却された空気の一部は、冷気供給風路４５を通って冷蔵室２００
に流入する。冷蔵室２００に流入した空気は、冷蔵室２００の載置棚等に載置された食品
等を冷却したのち、冷気供給風路４５とは別に設けられた背面風路（図示せず）に流出す
る。そして、この背面風路（図示せず）に流出した空気の一部は、冷凍室５００等から流
出した冷気の一部と合流し、冷却室５１の空気流れ上流側に進み、再び冷却器５３により
冷却される。また、冷蔵室２００から冷気供給風路４５に流出した空気の一部は、図示し
ない風路を通って野菜室６００に流入し、野菜室６００内の食品等を冷却したのちに野菜
室６００から出て冷却室５１の空気流れ上流側に進む。
【００２６】
　また、冷却器５３によって冷却された空気のうち、一部は冷気供給風路４５を通って製
氷室３００に流入し、一部は冷気供給風路４５を通って切替室４００に流入し、一部は冷
気供給風路４５を通って冷凍室５００に流入する。
　冷凍室５００に流入した空気は、冷凍室５００内の食品等を冷却したのち、背面風路（
図示せず）に流出する。そして、この空気は、冷却室５１の空気流れ上流側に流出する。
切替室４００および製氷室３００に流入した空気は、それぞれ庫内を冷却したのち、背面
風路（図示せず）を通って、冷却室５１の空気流れ上流に流入する。
【００２７】
　次に、製氷室３００についてさらに説明する。
　図３は、実施の形態に係る製氷室およびこの周辺部の要部断面模式図である。図３は、
概ね図２に破線Ｂで示す部分に対応する。
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【００２８】
　製氷室３００には、製氷装置３１０が設けられている。製氷装置３１０は、製氷皿１と
、製氷皿１の上方に配置された導風トレー２と、製氷皿１の端部に接続されて製氷皿１を
回転させる駆動装置４とが設けられている。導風トレー２には、冷却器５３により冷却さ
れた空気を製氷皿１に供給するための複数の吐出口２３が設けられている。製氷皿１の下
方には、内部に氷を貯める貯氷ケース５が設けられている。製氷皿１は、導風トレー２と
一体に構成されたフレーム１０により、前後方向（図３における紙面左右方向）に移動可
能に支持されている。
【００２９】
　製氷室３００の背面側（図３における紙面右側）には、冷気供給風路４５が配置されて
いる。この冷気供給風路４５において、冷凍室５００の背面に概ね相当する位置に冷却器
５３が配置され、冷却器５３の上方に送風機５４が配置されている。
　冷凍室５００の背面側には冷気供給風路４５と連通する流入口５０２が開口しており、
この流入口５０２を介して冷気が冷凍室５００内に流入する。
　製氷室３００の背面側には冷気供給風路４５と連通する流入口３０２が開口しており、
この流入口３０２を介して冷気が製氷室３００内に流入する。
【００３０】
　冷気供給風路４５には、製氷室３００の流入口３０２へ冷気を供給または遮断するダン
パ４６が設けられている。ダンパ４６は、制御装置によってその開閉状態が制御され、こ
れにより、製氷室３００への冷気の供給の有無が制御される。
【００３１】
　図４は、実施の形態に係る製氷皿を収納した状態の製氷装置の斜視図である。図５は、
実施の形態に係る製氷皿を引き出した状態の製氷装置の斜視図である。図６は、実施の形
態に係る製氷装置の、給水パイプとサーモパイルを取り外した状態の上面図である。図７
は、実施の形態に係る製氷装置の、給水パイプとサーモパイルを取り付けた状態の上面図
である。図８は図７のＣ－Ｃ断面図、図９は図７のＤ－Ｄ断面図である。
【００３２】
　製氷皿１は、ポリプロピレンなどの合成樹脂材質からなる成型品であり、平面視ほぼ長
方形の外形を有している。製氷皿１は、その長辺が製氷室３００の奥行き方向と一致する
ようにして、製氷室３００内に配置される。製氷皿１は、上面を開口しており、その内部
には凹状に形成された複数の氷室１１が区画形成されている。詳細は後述するが、導風ト
レー２の吐出口２３から供給される冷気を受けて、製氷皿１の各氷室１１に氷が生成され
る。本実施の形態では、製氷皿１の奥行き方向に６個並んだ左右２列の氷室１１が設けら
れているが、氷室１１の数や形状は図示のものに限定されない。
【００３３】
　製氷皿１は、奥行き方向に引き出しあるいは押し込み可能にしてフレーム１０に支持さ
れている。フレーム１０と製氷皿１には、奥行き方向に沿って配置され互いに係合するレ
ール（図示せず）が設けられており、これらのレールが奥行き方向に摺動することで、製
氷皿１の引き出しおよび押し込みが可能となっている。なお、製氷皿１を奥行き方向に移
動させる構造はこれに限らず、任意のものを採用することができる。
【００３４】
　製氷皿１の手前側には、取っ手１２が設けられている。フレーム１０には、製氷皿１の
引き出し／押し込み移動を規制するロックレバー９が設けられている。使用者は、このロ
ックレバー９を操作して規制を解除することで、製氷皿１をフレーム１０から引き出しあ
るいは押し込むことができるようになる。また、製氷皿１は、フレーム１０に対して着脱
可能な構成である。このため、使用者は、製氷皿１を固定しているロックレバー９を操作
し、製氷皿１を引き出してフレーム１０から取り出すことで、製氷皿１を製氷室３００か
ら取り外すことができ、清掃等を行うこともできる。
　また、製氷皿１の背面側には、駆動装置４に接続される回転軸１３（図３参照）が設け
られている。
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【００３５】
　駆動装置４は、回転軸１３を回転駆動するモータおよび減速ギアを内蔵しており、図示
しない制御装置に制御されて回転軸１３を回転させて製氷皿１を反転させる。このように
することで、製氷皿１内の氷が落下して貯氷ケース５内に貯められる。なお、製氷皿１か
らの氷の離脱を促すため、製氷皿１を反転させたときに製氷皿１にひねりを加えるための
既知の構成を備えてもよい。
【００３６】
　また、駆動装置４には、検氷レバー８が回動可能に取り付けられている。検氷レバー８
は、貯氷ケース５の内部の氷の量を検出するためのものである。検氷レバー８の先端が上
下方向に移動することで、貯氷ケース５の内部の氷の高さを計測し、貯氷ケース５の内部
の氷の量を検出することができるようになっている。
【００３７】
　導風トレー２の上方には、給水タンク内の水を製氷皿１に供給するための給水パイプ６
が設けられている。本実施の形態では、冷蔵室２００内の仕切壁４１の上方に給水タンク
（図示せず）が配置されており、給水パイプ６はこの給水タンクに接続されているととも
に仕切壁４１に挿通されている。給水タンク内の水は、給水パイプ６を通って製氷皿１に
供給される。なお、給水タンクの配置はこれに限定するものではなく、例えば、製氷室３
００内に断熱材で囲まれた隔室を形成し、この隔室内に給水タンクを配置してもよい。
【００３８】
　また、導風トレー２の上方には、製氷皿１内の水の温度を検出する温度検出装置として
サーモパイル７が設けられている。
【００３９】
　導風トレー２は、周壁２１と、底板２２と、底板２２に形成された吐出口２３と、隔壁
２４とを備える。導風トレー２の下方には、収容空間２５が形成され（図５参照）、この
収容空間２５に製氷皿１が配置される。
【００４０】
　導風トレー２は、その背面側において製氷室３００の流入口３０２に接続されている。
導風トレー２と流入口３０２との接続部においては両者の幅はほぼ同じであるが、導風ト
レー２は、この接続部から手前側に向かって徐々に幅が拡大する形状に構成されている。
この幅が拡大するように延びる周壁２１を、拡大部２１ａと称する場合がある。
【００４１】
　隔壁２４は、導風トレー２の左右方向ほぼ中央に配置され、背面側を曲面とする平面視
ほぼＵ字型に形成された壁である。導風トレー２において隔壁２４により囲まれた内部に
は、底板２２が設けられておらず、底面を開口している。この隔壁２４は、給水パイプ６
とサーモパイル７を、製氷皿１の上方に配置するための構造である。このように、導風ト
レー２に、隔壁２４で囲まれた底面を有しない構造を設けることにより、図７～図９に示
すように、隔壁２４で囲まれた内側に給水パイプ６とサーモパイル７とを配置することが
できる。製氷皿１の上方近くに給水パイプ６を配置することができるので、製氷装置３１
０の上側に配置した給水タンクからほぼまっすぐに給水パイプ６を伸ばすことができ、給
水経路を短縮化することも可能となる。また、製氷皿１の上方近くにサーモパイル７を配
置することができるので、製氷皿１の近くで精度よく温度検知を行うことができる。
【００４２】
　そして、導風トレー２により、入口側風路３１、第一風路３２、および第二風路３３が
形成されている。これら入口側風路３１、第一風路３２、および第二風路３３を、冷気風
路３と総称する場合がある。
【００４３】
　入口側風路３１は、流入口３０２に接続されており、概ね、流入口３０２から隔壁２４
の背面側端部までに存在する風路である。流入口３０２から吹き出される冷気は、まず、
入口側風路３１へ流れ込むこととなる。この入口側風路３１は、拡大部２１ａに対応する
風路（流路拡大部）を含んでいる。
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【００４４】
　第一風路３２は、入口側風路３１に接続されており、概ね、隔壁２４の左側部分と、周
壁２１の左側部分との間に形成された風路である。この第一風路３２は、製氷皿１に２列
に並んで設けられた氷室１１のうち、左側の列に配置された氷室１１に概ね対応した位置
に配置される。
【００４５】
　第二風路３３は、入口側風路３１に接続されており、概ね、隔壁２４の右側部分と、周
壁２１の右側部分との間に形成された風路である。この第二風路３３は、製氷皿１に２列
に並んで設けられた氷室１１のうち、右側の列に配置された氷室１１に概ね対応した位置
に配置される。
【００４６】
　流入口３０２から供給された冷気は、まず、入口側風路３１に流入し、入口側風路３１
に流入した冷気の一部が第一風路３２に流入し、残りが第二風路３３に流入する。
【００４７】
　ここで、入口側風路３１は、拡大部２１ａに対応する風路を含んでいる。入口側風路３
１においては、流入口３０２における冷気の流路断面積に対し、冷気の流路断面積が拡大
されている（流路拡大部）。すなわち、拡大部２１ａは、流入口３０２における冷気の流
路断面積に対し、導風トレー２における流路断面積を拡大するための構成の一例である。
このように流路断面積を拡大しているのは、冷気の流速を限りなく０（ゼロ）に近づける
ためである。このようにすることで、導風トレー２の上方と下方（製氷皿１側）との圧力
差と、導風トレー２の吐出口２３の開口面積とにより、各吐出口２３から供給される冷気
の流量を調整することができる。
【００４８】
　なお、本実施の形態では、図６に示すように紙面左側の周壁２１に拡大部２１ａを設け
た例を示してるが、拡大部２１ａを右側の周壁２１に設けてもよいし、左右両方の周壁２
１に拡大部２１ａを設けてもよい。いずれにしても、流入口３０２との接続部分に対して
左右に対向する周壁２１同士の間隔が拡大するように構成されていればよい。
　また、本実施の形態では、拡大部２１ａにより対向する周壁２１同士の間隔を拡大する
ことで、導風トレー２における流路断面積を拡大する例を示したが、流入口３０２の高さ
に対して導風トレー２の高さを大きくすることで流路断面積を拡大するようにしてもよい
。
【００４９】
　また、図９に示すように、周壁２１と隔壁２４とはほぼ同じ高さである。そして、製氷
装置３１０が製氷室３００内に設置された状態において、周壁２１と隔壁２４の上端は、
製氷室３００の天井面に当接する。したがって、隔壁２４で囲まれた内側は、基本的には
、入口側風路３１、第一風路３２、第二風路３３と連通しておらず、これらの風路からの
冷気が直接的に流れ込まないようになっている。すなわち、隔壁２４と製氷室３００の天
井面とは、導風トレー２上の冷気が吐出口２３以外から製氷皿１側へと流出するのを阻害
する阻害部として機能している。
【００５０】
　導風トレー２の底板２２には、複数の吐出口２３が開口している。また、本実施の形態
では、吐出口２３の数は、製氷皿１の氷室１１の数と同じである。また、吐出口２３の位
置は、製氷皿１の氷室１１の配置と概ね対応しており、図６に示すように、６個の吐出口
２３が、導風トレー２の長手方向にほぼ沿って左右２列に配置されている。
【００５１】
　図１０は、実施の形態に係る製氷装置を前面から見た場合の、製氷皿と第一風路および
第二風路の配置を説明する図である。なお、図１０では、製氷皿１の回転領域Ｚを二点鎖
線Ｚで示している。
　図１０に示すように、第一風路３２と第二風路３３は、ともに、製氷皿１の回転領域Ｚ
の外側に配置されている。
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【００５２】
　導風トレー２の底板２２において、隔壁２４の近傍には、隔壁２４の下端に向かって斜
めに上昇する傾斜面２２ａが形成されている。この傾斜面２２ａは、図１０に示すように
直線的な面であってもよいし、曲面であってもよい。
【００５３】
　そして、底板２２の傾斜面２２ａに、吐出口２３が形成されている。図１０に示すよう
に、傾斜面２２ａに吐出口２３を設けることによって、製氷皿１の水面の鉛直線Ｘに対し
て角度θ１を有する向き（図１０の吹出方向Ｙ）で冷気が供給される。この角度θ１を、
冷気の吹出角度θ１と称する。
　このように、製氷皿１の水面に対して斜め上方から冷気を供給することにより、製氷皿
１内の水を冷やした後の冷気が製氷皿１の上部に滞留しにくくなる。このため、製氷室３
００に供給された温度の低い冷気を、吐出口２３から製氷皿１の上方に対して供給し続け
ることができ、温度の低い冷気を使って効率よく製氷することができる。
【００５４】
　なお、冷気の吹出角度θ１は、製氷皿１の各氷室１１をなるべく均一に冷却すること、
および各吐出口２３からの冷気が他の吐出口２３からの冷気の流れをなるべく阻害しない
ようにすること等を考慮して、各氷室１１に対応する吐出口２３ごとに定めることができ
る。複数の吐出口２３のうち、一の吐出口２３の吹出角度θ１と、他の吐出口２３の吹出
角度θ１とが異なっていてもよく、吐出口２３ごとに吹出角度θ１（吐出口２３が形成さ
れている傾斜面２２ａの角度）を設定することができる。また、冷却効率の観点では上述
のように斜め上方から冷気を供給するのが好ましいが、吹出角度θ１を０°とし、製氷皿
１の水面の鉛直方向から冷気を供給するよう形成された吐出口２３を含んでいてもよい。
吹出角度θ１は、例えば、０°以上３０°以下の値とすることができる。
【００５５】
　吐出口２３の開口面積は、製氷皿１の各氷室１１をなるべく均一に冷却することができ
るよう、吐出口２３ごとに設定することができる。
　ここで、製氷室３００の流入口３０２からの距離が離れるほど、流入口３０２からの冷
気が届きにくくなるほか、冷却器５３からの距離も遠くなる。このため、複数の吐出口２
３のうち、流入口３０２から遠い（奥行き方向手前側）ものほど、冷えにくくなる。そこ
で、前述のように入口側風路３１においては、流路断面積を拡大して冷気の流速が限りな
く０に近づくようにした上で、製氷皿１の各氷室１１における製氷時間が均一に近づくよ
う吐出口２３の開口面積を調整する。吐出口２３の開口面積が大きいほど冷気の流量は多
くなるため、概ね、流入口３０２から遠い吐出口２３ほど開口面積が大きくなるよう調整
する。
【００５６】
　また、吐出口２３の位置は、製氷皿１の氷室１１に対して直上よりも左右外側に寄った
位置としている。このようにしているのは、製氷皿１へ給水する給水パイプ６や、サーモ
パイル７を避けるためである。すなわち、吐出口２３から供給される冷気が、なるべく給
水パイプ６やサーモパイル７に当たることなく製氷皿１に供給されるようにこれらの配置
を調整している。
【００５７】
　図１１は、実施の形態に係る冷凍冷蔵庫の送風機近傍の要部断面模式図である。
　図１１に示すように、送風機５４は、冷気供給風路４５の冷凍室５００の背面に配置さ
れている。
　送風機５４は、その冷気の送風方向が、冷凍室５００の背面壁の上部部分に形成された
流入口５０２にほぼ対面するようにして、流入口５０２に概ね対向する位置に配置されて
いる。このような構成とすることで、送風機５４により送風された冷気は、圧力損失が少
なくスムースに流入口５０２から冷凍室５００へ流入するようになっている。このように
構成することで、冷凍冷蔵庫１００のうち最も低い設定温度を有する冷凍室５００に対し
て、より低温の冷気を効率よく供給できるようにしている。



(10) JP 5586534 B2 2014.9.10

10

20

30

40

50

【００５８】
　さらに、本実施の形態において送風機５４は、その冷気の送風方向が、水平面に対して
製氷室３００の流入口３０２の開口面側に所定の角度θ２の傾きを有している。このよう
にすることで、製氷室３００の流入口３０２に至る風路における、冷気の圧力損失を少な
くし、流入口３０２に対してより効率よく冷気が流入するようにしている。例えば前述の
特許文献１、３においては、送風機の送風方向が水平方向であるのに対し、送風機よりも
上方に製氷室への冷気供給口が開口していたため、製氷室への冷気の流れは送風機の送風
方向とほぼ直交する向きとなっており、冷気供給効率に課題があった。しかし、本実施の
形態によれば、送風機５４から製氷室３００へ送られる冷気の圧力損失を抑制することが
できるので、製氷室３００への冷気供給量を相対的に増加させることができ、製氷効率を
向上させることができるとともに省エネルギー効果を高めることができる。
【００５９】
　例えば、本実施の形態の冷凍冷蔵庫１００のように、製氷室３００と冷凍室５００とが
上下に並んで配置され、送風機５４を冷凍室５００の流入口５０２にほぼ対面するように
設けた場合、送風機５４を設置する際の傾きの角度θ２は、例えば、１５°以上～４５°
以下の値とすることができる。このようにすることで、製氷室３００へ送られる冷気の圧
力損失を抑制するとともに、送風機５４の送風方向を製氷室３００側へ傾けることによる
冷凍室５００への冷気供給効率の低下を抑制している。
　なお、角度θ２の具体的な値を限定するものではないが、角度θ２が大きすぎると冷凍
室５００への冷気供給効率が低下し、角度θ２が小さすぎると製氷室３００への冷気供給
効率が低下する。これらを考慮して送風機５４の設置角度を設定する。
　また、例えば、貯蔵室の配置が本実施の形態とは異なり、最下位に冷凍室、その上に野
菜室、その上に製氷室、といったものである場合には、冷凍室への冷気供給効率と製氷室
への冷気供給効率のバランスをとることを考慮して、送風機を設置する際の角度θ２を設
定するとよい。
【００６０】
　次に、本実施の形態に係る製氷動作について説明する。
　図１２は、実施の形態に係る製氷装置における冷気の流れを説明する図である。図１２
（ａ）は導風トレー２の上面模式図、図１２（ｂ）は図１２（ａ）のＥ－Ｅ断面模式図、
図１２（ｃ）は図１２（ａ）のＦ－Ｆ断面模式図である。以下、図３と図１２を参照して
、製氷動作と製氷動作に関連する冷気の流れを説明する。
【００６１】
　冷却器５３によって冷却された空気の一部は、送風機５４により送られ、流入口３０２
から製氷室３００へと流入する。前述のように、送風機５４の送風方向は、流入口３０２
の開口面に対して角度θ２の傾きを有しているので、従来に比べて流入口３０２へと至る
冷気の圧力損失が低減されている。
【００６２】
　流入口３０２からの冷気は、まず、導風トレー２の入口側風路３１に流入する。入口側
風路３１においては、拡大部２１ａによって冷気の流路断面積が流入口３０２における流
路断面積よりも拡大されている。より詳しくは、冷気の流速が限りなく０（ゼロ）に近づ
くよう、入口側風路３１における流路断面積が拡大されている。したがって、導風トレー
２内の冷気は、概ねその流速が０に近い状態となっている。
【００６３】
　入口側風路３１に流入した冷気は、第一風路３２と第二風路３３とに分岐する。そして
、第一風路３２と第二風路３３内の冷気は、導風トレー２の底板２２に設けられた吐出口
２３を介して、製氷皿１に供給される。流入口３０２から冷気が供給される導風トレー２
の上方側に対し、導風トレー２の下方側（製氷皿１側）は相対的に低圧であるので、導風
トレー２の冷気風路３の冷気は、吐出口２３を介して低圧側である製氷皿１の方向へと流
れる。
【００６４】
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　上述のように、導風トレー２の吐出口２３の開口面積は、対応する製氷皿１の氷室１１
における製氷時間がほぼ均一になるよう調整されており、各氷室１１においてはほぼ同じ
タイミングで製氷が進む。
【００６５】
　図１２（ｃ）に示すように、吐出口２３は製氷皿１の各氷室１１に対して斜め上方に位
置しているとともに、吐出口２３の開口面は製氷皿１の水面に対して傾きを有している。
このような吐出口２３からの冷気は、製氷皿１の各氷室１１に対して斜め上方から供給さ
れる。製氷皿１の各氷室１１に対応する複数の吐出口２３が設けられているので、各氷室
１１内の水は、その氷室１１に対応した吐出口２３からの冷気を主な冷却源として効率的
に冷却される。そして、各氷室１１内の水は、供給される冷気によって氷となる。
【００６６】
　サーモパイル７は、製氷皿１内の水の温度を所定周期で測定しており、測定された温度
が所定温度に達すると、図示しない制御装置は製氷皿１内に氷が生成されたものと判断す
る。そうすると、制御装置は、駆動装置４を制御して製氷皿１を回動させることによって
製氷皿１内の氷を落下させ、生成された氷が貯氷ケース５に貯められる。
【００６７】
　以上のように、本実施の形態においては、製氷室３００に対して冷気を吹き出す単一の
流入口３０２を設けた。そして、流入口３０２からの冷気を、導風トレー２により形成さ
れる冷気風路３により製氷皿１の上部から製氷皿１に供給することで、製氷皿１を上部か
ら直接的に冷却するようにした。このように、製氷室３００に供給される冷気のすべてを
、製氷皿１を上部から冷却する直接的な冷却に用いることで、複数の流入口を設けて製氷
皿を間接的に冷却するよりも効率よく製氷することができる。
【００６８】
　また、製氷皿１に設けられた複数の氷室１１にそれぞれ対応する吐出口２３を設け、冷
気風路３内の冷気は、これらの吐出口２３のみから製氷室３００に供給するよう構成した
。製氷皿１の氷室１１の上方からの冷気流量は、製氷効率に対する影響が大きいが、冷気
風路３内の冷気のすべてを、吐出口２３から各氷室１１の上方に供給することで、製氷効
率を高めることができる。
【００６９】
　また、送風機５４の送風方向は、水平面に対して製氷室３００の流入口３０２の開口面
側に所定の角度θ２の傾きを有している。このようにすることで、製氷室３００の流入口
３０２に至る風路における冷気の圧力損失を少なくし、流入口３０２に対してより効率よ
く冷気を流入させることができる。このため、例えば上記特許文献１、３に記載のような
製氷室への冷気流入口に対して直交する向きに送風されるものと比較して、製氷効率を向
上させることができ、製氷における省エネルギー効果を高めることができる。
【００７０】
　また、導風トレー２においては、流入口３０２と接続された入口側風路３１において、
その流路断面積を、流入口３０２における流路断面積よりも拡大した。より詳しくは、冷
気風路３における冷気の流速が限りなく０に近づくよう、冷気風路３の入口側における流
路断面積を拡大した。このようにすることで、製氷皿１の各氷室１１に対して供給される
冷気の流量は、導風トレー２の上方と下方とにおける圧力差と、吐出口２３の開口面積に
より定めることができる。したがって、この圧力差と、吐出口２３の開口面積とを調整す
ることで、各氷室１１に対するより均一な冷却が可能となる。
【００７１】
　また、吐出口２３の開口面を、製氷皿１の水面に対して角度θ１だけ傾けるようにした
。このため、吐出口２３の開口面積に加え、この角度θ１を調整することにより、製氷皿
１の各氷室１１に対してより均一な冷却を行うことができる。
【００７２】
　また、製氷皿１を、製氷装置３１０に対して着脱可能な構成とした。このため、使用者
は製氷皿１を取り外して清掃等を行うことができ、使い勝手を向上させることができる。
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【符号の説明】
【００７３】
　１　製氷皿、２　導風トレー、３　冷気風路、４　駆動装置、５　貯氷ケース、６　給
水パイプ、７　サーモパイル、８　検氷レバー、９　ロックレバー、１０　フレーム、１
１　氷室、１２　取っ手、１３　回転軸、２１　周壁、２１ａ　拡大部、２２　底板、２
２ａ　傾斜面、２３　吐出口、２４　隔壁、２５　収容空間、３１　入口側風路、３２　
第一風路、３３　第二風路、４０　箱体、４１　仕切壁、４２　仕切壁、４３　仕切壁、
４４　背面壁、４５　冷気供給風路、４６　ダンパ、５１　冷却室、５２　圧縮機、５３
　冷却器、５４　送風機、１００　冷凍冷蔵庫、２００　冷蔵室、２０１　扉、３００　
製氷室、３０１　扉、３０２　流入口、３１０　製氷装置、４００　切替室、４０１　扉
、５００　冷凍室、５０１　扉、５０２　流入口、６００　野菜室、６０１　扉。

【図１】 【図２】
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